
総税都第１３号    
平成 20 年３月 31 日 

 
 経済産業省経済産業政策局企業行動課長 様 
 国土交通省大臣官房参事官 様 
 
 
 
 

総務省自治税務局都道府県税課長     
   （ 公 印 省 略 ）       

 
 

地方税法等の一部を改正する法律案について 
 
標記法案は、２月 29 日衆議院において可決され、参議院に送付されたところ

ですが、参議院においては、本日までに可決されていないことから、各都道府

県に対して課税事務の適正執行等について、別添のとおり通知いたしましたの

で、お知らせします。 
 ついては、貴庁所管の関係団体へ周知頂きますようお願いいたします。 



 

                          総税企第５３号  

平成 20 年３月 31 日 

                          

 

各都道府県知事 殿 

 

 

                     総務省自治税務局長 

                     （ 公 印 省 略 ）  

 

 

地方税法等の一部を改正する法律案について 

 

 

標記法案は、１月 25 日、国会に提出したところですが、同法案の中には、別

添のとおり、期限が到来する非課税等特別措置で延長を予定しているもの等が

含まれております。 

同法案は、２月 29 日衆議院において可決され、参議院に送付されたところで

すが、本日までに成立していない事態に至っています。 

また、本日総税企第５２号で通知したとおり、国民生活等の混乱を回避する

ための地方税法の一部を改正する法律が、４月１日から施行されることとなり、

期限が到来する非課税等特別措置のうち自動車取得税に係る措置（暫定税率を

除く。）については、５月 31 日まで暫定的に期限を延長する措置が講じられて

おります。 

各地方団体におかれては、政府提出の地方税法の一部を改正する法律案が成

立していないこと及び国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改

正する法律が４月１日から施行されることを踏まえ、課税事務の適正な執行に

万全を期するようお願いいたします。 

併せて、関係団体・関係業界等への連絡、納税者等からの問い合わせ等につ

いても、適切に対応していただきますようお願いいたします。 

なお、この旨、貴都道府県管内市町村に対してもご連絡願います。 
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（別添）

都道府県税関係
（１）適用期限が到来し、延長を予定している非課税等特別措置

①　単純延長

税目 項目 適用期限 改正条文

1 法人事業税 無償減資等に係る資本割の特例 H20.3.31
新附則第９条第４項、第
13項

2 不動産取得税
独立行政法人緑資源機構が、旧農用地整備公団法に規定する業務の用に供する一定の不動産の取得
に係る特例

H20.3.31
旧附則第10条第５項、
新附則第10条第11項

3 不動産取得税
新築住宅特例適用住宅用地に係る減額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数
要件を緩和する特例

H20.3.31
新附則第10条の２第２
項

4 不動産取得税 農業委員会のあっせん等により、農用地区域内にある土地の取得に係る特例 H20.3.31 新附則第11条第３項

5 不動産取得税 高規格堤防事業に伴い、代替家屋を取得した場合における特例 H20.3.31 新附則第11条第５項

平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧

6 不動産取得税 農地保有合理化法人が特定農地等を取得した場合における特例 H20.3.31 新附則第11条第６項

7 不動産取得税 バリアフリー法に基づき鉄軌道事業者等が停車場建物等を取得した場合における特例 H20.3.31 新附則第11条第11項

8 不動産取得税 マンション建替事業に伴いマンション外に出た者が取得する事業用地等に係る特例 H20.3.31 新附則第11条第14項

9 不動産取得税
ＰＦＩ法に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付を受けて取得する公共荷さばき施設等に係る
特例

H20.3.31 新附則第11条第16項

10 不動産取得税
土砂災害特別警戒区域内の住宅又は住宅用地の所有者かつ居住者が政府の補助を受けて区域外の住
宅又は住宅用地を取得した場合における特例

H20.3.31 新附則第11条第19項

11 不動産取得税
ＰＦＩ法に基づく選定事業者が政府の補助を受けて取得する国立大学の校舎の用に供する家屋に係る特
例

H20.3.31 新附則第11条第20項

12 不動産取得税
農地保有合理化法人が、担い手農業者確保事業により農地等を取得し、一定の要件を満たした場合にお
ける納税義務の免除の特例

H20.3.31 新附則第11条の７

13 自動車取得税 一定の一般乗合用バスの取得に係る特例（いわゆる過疎バス特例) H20.3.31 新附則第32条第１項

14 自動車取得税 自動車取得税の税率の特例 H20.3.31 新附則第32条第２項

15 自動車取得税 免税点の特例 H20.3.31 新附則第32条第６項

16 軽油引取税 軽油引取税の税率の特例 H20.3.31
新附則第32条の２第２
項
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（別添）

平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧

②　縮減の上延長

税目 項目 適用期限 改正条文

1 不動産取得税
新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から１年を経過した日に緩和
する特例

H20.3.31
新附則第10条の２第１
項

2 不動産取得税
国の補助金又は交付金の交付を受けて農林漁業経営の近代化又は合理化のための農林漁業者の共同
利用に供する施設の取得に係る特例

H20.3.31 新附則第11条第１項

3 不動産取得税 独立行政法人都市再生機構が取得する業務の用に供する土地に係る特例 H20.3.31 新附則第11条第21項

4 自動車税
環境負荷の小さい自動車に係る税率の軽減及び環境負荷の大きい自動車に係る税率の重課（いわゆる
グリーン化）

H20.3.31 新附則第12条の３

5 自動車取得税 低燃費車の取得に係る特例 H20.3.31
新附則第32条第７項、
第８項

6 自動車取得税 環境性能に優れた大型ディーゼル車の取得に係る税率の特例 H20.3.31 新附則第32条第11項

（２）４月１日施行予定の新設等

①　新設

税目 改正条文

1 法人事業税 新附則第９条第14項

2 不動産取得税 新附則第10条第10項

3 不動産取得税 新附則第11条第29項

4 不動産取得税 新附則第11条30項

5 不動産取得税 新附則第11条第31項

6 自動車取得税 新附則第32条第11項

7 狩猟税 新附則第32条の３

都市再生緊急整備地域等で取得する新築家屋に係る特例

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う基盤整備事業に伴いＪＲ貨物が取得する家屋に係る特例

項目

対象鳥獣捕獲員に対する特例

ガス供給業の課税標準の算定にあたって自由化対象需要向けの託送料金を控除する特例

鉄道事業者が鉄道再生事業を実施する路線において取得する不動産に係る特例

周産期医療のための施設の取得に係る特例

ディーゼル乗用車の取得に係る特例
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（別添）

平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧

②　適用期限が到来していないが、改正を予定している非課税等特別措置

【拡充】

税目 項目 適用期限 改正条文

1 不動産取得税 漁業協同組合等が設立する株式会社等が取得する不動産に係る特例 H22. 3.31 新附則第10条第３項

【廃止】

税目 項目 適用期限 根拠条文

1 個人住民税 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例 H21. 3.31 旧附則第35条の３

2 不動産取得税 外客誘致法に規定する協議会の構成員が取得する重要文化財等に係る特例 H21. 3.31 旧附則第11条第30項

③　恒久措置の改正

【縮減】

税目 改正条文

1 不動産取得税 法第73条の２第２項

2 不動産取得税 法第73条の14第６項

3 不動産取得税
法第73条の24第１項第
４号

項目

新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したとみなす日を家屋新築の日から６月を経過した日とする規定の縮減

農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措
置の縮減

新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置の縮減
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（別添）

平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧

（参考）適用期限が到来し、廃止する非課税等特別措置

税目 項目 適用期限 根拠条文

1 法人住民税 人材投資促進税制（中小企業者等の教育訓練費の額が増加した場合の税額控除） H20.3.31
附則第８条第５項、第６
項

2 不動産取得税 土地改良法の規定による埋立地・干拓地の取得に係る非課税 H20.3.31 附則第10条第６項

3 不動産取得税 独立行政法人空港周辺整備機構が業務の用に供する土地の取得に係る特例 H20.3.31 附則第11条第６項

4 不動産取得税 軽自動車検査協会が軽自動車検査業務の用に供する不動産の取得に係る特例 H20.3.31 附則第11条第16項

5 不動産取得税 住宅以外の家屋の取得に係る税率の経過措置 H20.3.31
H18改正法附則第８条第11
項
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（別添）

平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧

市町村税関係

（１）適用期限が到来し、延長を予定している非課税等特別措置

①　単純延長

税目 項目 適用期限 改正条文

1 固定資産税 外国貿易船による物品運送用コンテナーに係る特例 H19年度分まで 新附則第15条第１項

2 固定資産税 一定の産業廃棄物の焼却施設に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第７項

3 固定資産税 一定の国内航空機に係る特例 Ｈ19年度分まで 新附則第15条第８項

4 固定資産税 鉄道事業者等が駅の耐震補強工事により取得する一定の償却資産に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第11項

5 固定資産税 外貿埠頭公社が特定用途港湾施設の用に供する固定資産に係る特例 H19年度分まで 新附則第15条第13項

6 固定資産税 日本貨物鉄道株式会社が新たに製造された車両を取得し当該事業の用に供する車両に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第17項

7 固定資産税 高度通信施設整備事業により新設した電気通信設備に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第19項

8 固定資産税
有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送事業者が、電気通信基盤充実臨時措置法に規定する認定計画に従って実施する高度
有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送施設整備事業により新設した施設に係る特例

H20.3.31 新附則第15条第21項

9 固定資産税 特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第22項

10 固定資産税 畜産業者が取得した家畜排せつ物の管理を行う一定の施設に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第33項

11 固定資産税
鉄軌道事業者等が既設の駅において実施する駅のバリアフリー化のための改良工事により取得する一
定の家屋及び償却資産に係る特例

H20.3.31 新附則第15条第34項

12 固定資産税 鉄軌道事業者が取得する低床型の新造車両に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第35項

13 固定資産税 日本貨物鉄道株式会社が第三セクターから借り受ける線路設備等に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第36項

14 固定資産税
ＰＦＩ法に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付を受けて整備する公共荷さばき施設等に係る
特例

H20.3.31 新附則第15条第37項

15 固定資産税
ＰＦＩ法に基づく選定事業者が政府の補助を受けて取得した国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却
資産に係る特例

H20.3.31 新附則第15条第44項

16 固定資産税 電気通信事業者が高度通信施設整備事業により新設した電気通信設備に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第50項

17 固定資産税 新築住宅特例 H20.3.31 新附則第15条の６

18 固定資産税 高齢者向け優良賃貸住宅に係る特例 H20.3.31
新附則第15条の８第４
項

5/8



（別添）

平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧

19 固定資産税 防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者に与えられる新築の施設建築物に係る特例 H20.3.31
新附則第15条の８第５
項

20 事業所税 広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者が専ら廃棄物の処理の事業の用に供する施設に係る特例
H19.4.1以後に最初に終了する

事業年度分まで（法人）
H19年分まで（個人）

新附則第32条の７第４
項

21 事業所税 特定農産加工業者等が経営改善措置に係る事業の用に供する一定の施設に係る特例
H20.3.31（法人）

H20年分まで（個人）
新附則第32条の８

②　縮減の上延長

税目 項目 適用期限 改正条文

1 固定資産税 公共の危害防止のために設置された施設又は設備（公害防止施設）に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第３項

2 固定資産税 公共の危害防止のために設置された償却資産に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第４項

3 固定資産税 公共の危害防止のために設置された構築物（防災構築物）に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第５項

4 固定資産税 公害防止設備の優良更新設備に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第６項

5 固定資産税 地震防災応急計画に基づいて取得される償却資産に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第16項

6 固定資産税 電気通信役務の支障、線路の損傷を防止するために設けられた設備又は償却資産に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第20項

7 固定資産税 地方卸売市場の開設者等が直接その本来の業務の用に供する家屋及び償却資産に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第23項

8 固定資産税 成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産に係る特例 Ｈ19年度分まで 新附則第15条第43項

③　拡充の上延長

税目 項目 適用期限 改正条文

1 固定資産税 資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械等に係る特例 H20.3.31 新附則第15条第15項
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（別添）

平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧

（２）４月１日施行予定の新設等

①　新設

税目 改正条文

1 固定資産税 新附則第15条第58項

2 固定資産税
新附則第15条の９第９
項及び第10項

3 固定資産税
新附則第16条の２第15
項及び第16項

4 固定資産税
新附則第16条の２第17
項及び第18項

②　適用期限が到来していないが、改正を予定している非課税等特別措置

【拡充】

鉄道事業者が鉄道再生事業を実施する路線において取得する家屋又は償却資産に係る特例

省エネ改修住宅に係る特例

能登半島地震により滅失・損壊した家屋又は償却資産の代替資産に係る特例

項目

新潟県中越沖地震により滅失・損壊した家屋又は償却資産の代替資産に係る特例

税目 項目 適用期限 改正条文

1 固定資産税 並行在来線に係る特例 H21. 3.31 新附則第15条第30項

【廃止】

税目 項目 適用期限 根拠条文

1 個人住民税 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例 H21. 3.31 旧附則第35条の３

③　恒久措置の改正

【縮減】

税目 改正条文

1 固定資産税 法第349条の３第25項

2 固定資産税 法第349条の３第26項

3 固定資産税 法第349条の３第27項

4 固定資産税 法第349条の３第28項

日本消防検定協会が業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の縮減

小型船舶検査機構が業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の縮減

軽自動車検査協会が業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の縮減

日本電気計器検定所が業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の縮減

項目

7/8



（別添）

平成20年度改正における非課税等特別措置項目一覧

【廃止】

税目 根拠条文

1 固定資産税 法第349条の３第34項

2 固定資産税 法第414条

（参考）適用期限が到来し、廃止する非課税等特別措置

税目 項目 適用期限 根拠条文

1 法人住民税 人材投資促進税制（中小企業者等の教育訓練費の額が増加した場合の税額控除） H20.3.31
附則第８条第５項、第６
項

2 固定資産税 石油以外のエネルギー資源の利用の促進に資する機械・設備に係る特例 H20.3.31 附則第15条第12項

3 固定資産税 外貿埠頭公社が取得した一定の固定資産に係る特例 H20.3.31 附則第15条第15項

理論帳簿価額制度の廃止

農業協同組合等が所有する有線放送電話業務の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置の廃止

項目

4 固定資産税
遺伝子組換え技術等の試験研究の実施に当たり執らなければならない拡散防止措置に必要な機械設備
等に係る特例

H20.3.31 附則第15条第18項

5 固定資産税 アクセス管理者の電気計算機の障害発生の防止のための電気通信設備に係る特例 H20.3.31 附則第15条第28項

6 事業所税 移動電話事業者が電気通信事業の用に供する一定の施設に係る特例 H20.3.31 附則第32条の８第２項
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